
6広報はなまき　No.439

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ

マイナ保険証がなくてもこれまでどおり医療を受けられます

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集

　国の法改正により、令和６年12月２日から現行の保険証

は新たに発行されなくなり、マイナンバーカード（以下、

マイナ保険証）を基本とする仕組みに移行しています。

　マイナ保険証への切り替えがお済みでない人も、申請不

要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられますの

で、ご安心ください。

＊�現在、本市の国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険

証をお持ちの人は、保険証に記載されている有効期限ま

で使用できます

　申請いただくことで、資格確認書を交付しま

す。申請は市役所窓口または郵送でできます。

詳しくは下記へお問い合わせください。

マイナ保険証を持っているが、

マイナ保険証での受診が難しい

人・利用登録を解除したい人

▼
�国民健康保険の

資格確認書

▼
�後期高齢者医療

　制度の資格確認書

【�問い合わせ】� ▼本館国保医療課（緯41-3583） ▼各総合支所健康福祉係（大迫☎41-3127、石鳥谷☎41-

3447、東和☎41-6517）

　保険証の有効期限前に、資格確認書をお届け

します（申請不要）。
マイナ保険証をお持ちでない人

　資格確認書をお届けします（申請不要）。

※�本年７月31日までに75歳の誕生日を迎える人

には、マイナ保険証の有無にかかわらず、全

員に資格確認書を誕生日前にお届けします

新たに後期高齢者になる人

　電子処方箋に未対応の医療機関などが処方・調剤した薬の情報は、マイナポータ

ルなどへの反映に１カ月半ほどの時間がかかるため、これまでどおりお薬手帳も必

要です。

　お薬手帳は１冊にまとめて持ち歩き、医師や薬剤師に薬の重複や飲み合わせを

チェックしてもらいましょう。

お薬手帳は１冊にまとめて活用しましょう

下記の人に資格確認書をお届けまたは交付します

※�電子処方箋に対応している医療機関などが処方・調剤した薬の情報は、マイナポータルへ即時反映されます。薬

の情報は、本人の同意がある場合に医療機関も確認でき、薬の飲み合わせや救急搬送時などに役立てられます
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【���問い合わせ】
��消防本部警防課（☎24-2141）

119番へ通報したときは

「市町村名」を最初に伝えてください

　市消防指令センターは、市内からの119番

通報を24時間365日受け付けています。通信

指令員が「火事ですか？　救急車ですか？」と

通報者からの情報を的確に聞き取り、どのよ

うな災害なのかを素早く判断し、火災、救急、

救助などの指令を行っています。

■市外の指令センターにつながることも

　通信指令員は火事か救急車かを尋ねた後、

住所や発生場所を尋ねます。スマートフォン

などから119番に通報すると、場所によって

は近隣市町の消防指令センターにつながる場

合があります。その場合は、管轄する消防指

令センターへ電話を転送しますので、「市町村

名」を最初に伝えていただくようお願いしま

す。

　特に令和８年４月からは、市内からの119

番通報を盛岡中央消防署に設置される「いわ

花巻市〇〇町△△番地です

または

�花巻市にある〇〇店の近くです

救急車の要請ですね。

住所を教えてください。

救急車を要請する際のイメージ

「市町村名」を最初に伝えることで、救急

車や消防車が迅速に出動できます

て消防指令センター」で受信します。広域で

対応するため、市町村名の確認が不可欠にな

ります。

※�いわて消防指令センターの設置

について詳しくは、市ホームペー

ジをご覧ください
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■住居表示実施地区

五十音 地区名

あ行 東町、愛宕町、大通り一・二丁目、御田屋町

か行 鍛治町、花城町、上町

さ行
材木町、坂本町、桜台一・二丁目、里川口町、下幅（一
部対象外の地区があります）、城内、末広町

た行 高田、豊沢町

な行 仲町、西大通り一・二丁目

は行 一日市、双葉町、吹張町、星が丘一・二丁目

ま行 松園町一丁目

や行 四日町一～三丁目

わ行 若葉町一～三丁目
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